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意見書（要旨）�意見書（要旨）�
議員提出議案�

第１回定例会では意見書３件を可決し、
議長名で関係行政庁へ提出しました。

要旨は次のとおりです。

　

一
八
九
八
年
に
法
律
施
行
さ
れ

た
民
法
七
七
二
条
で
は
「
離
婚
か

ら
三
〇
〇
日
以
内
に
誕
生
し
た
子

は
前
夫
の
子
と
す
る
」
と
い
う
規

定
が
も
と
で
様
々
な
問
題
が
生
じ

て
い
る
。
規
定
を
め
ぐ
っ
て
は
①

前
夫
の
子
と
な
る
の
を
拒
ん
だ
こ

と
に
よ
る
無
戸
籍
の
子
ど
も
の
存

在
。
②
今
の
夫
の
子
と
す
る
為
に

は
前
夫
を
巻
き
込
ん
だ
裁
判
な
ど

の
法
的
手
続
き
が
必
要
。
③
離
婚

後
の
妊
娠
で
も
三
〇
〇
日
以
内
の

出
産
と
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
、
等

の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今

後
離
婚
し
て
同
じ
負
担
を
掛
け
問

題
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、

民
法
七
七
二
条
の
早
期
見
直
し
を

強
く
要
請
い
た
し
ま
す
。
以
上
、

地
方
自
治
法
第
九
九
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
五
件
あ
て

民
法
七
七
二
条
の
早
期
見
直

し
を
求
め
る
意
見
書
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「
構
造
改
革
」
に
よ
り
危
機
に

瀕
し
た
地
域
医
療
体
制
を
立
て
直

す
た
め
、
政
府
は
緊
急
に
以
下
の

施
策
を
講
じ
る
こ
と
を
求
め
る
。

　○
 

産
科
・
小
児
科
確
保
の
緊
急
対

策
と
診
療
報
酬
の
引
き
上
げ
　○
 

周

産
期
医
療
の
拠
点
づ
く
り
と
医
師

・
助
産
師
の
連
携
支
援
　○
 

医
学
部

定
数
の
増
員
、
地
域
枠
や
奨
学
金

な
ど
医
師
の
抜
本
的
増
員
と
地
域

へ
の
定
着
化
　○
 

勤
務
医
の
労
働
環

境
の
改
善
　○
 

看
護
師
・
ス
タ
ッ
フ

増
員
に
よ
る
勤
務
医
の
負
担
軽
減

　○
 

女
性
医
師
の
家
庭
生
活
と
の
両

立
支
援
　○
 

医
療
事
故
対
応
の
第
三

者
機
関
・
無
過
失
補
償
制
度
創
設

　○
 

医
師
派
遣
シ
ス
テ
ム
の
確
立
　○
 

公
的
病
院
へ
の
必
要
な
予
算
確
保

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
二
件
あ
て

医
師
不
足
の
打
開
と
地
域
医

療
を
守
る
こ
と
に
政
府
が
責

任
を
も
つ
こ
と
を
求
め
る
意

見
書

　

平
成
一
六
年
度
に
「
児
童
虐
待

防
止
等
に
関
す
る
法
律
」
及
び

「
児
童
福
祉
法
」
が
改
正
さ
れ
、

児
童
虐
待
の
早
期
発
見
に
向
け
た

通
告
義
務
の
拡
大
、
児
童
相
談
に

関
し
市
町
村
が
担
う
役
割
が
法
律

上
明
確
化
さ
れ
、
基
礎
的
自
治
体

で
あ
る
市
町
村
の
役
割
が
重
要
と

な
っ
て
き
ま
し
た
。
町
田
市
は
人

口
四
〇
万
を
超
え
、
現
在
、
相
談

受
理
件
数
が
八
王
子
市
に
次
い
で

二
番
目
の
多
さ
で
、
町
田
市
を
管

轄
し
て
い
る
八
王
子
児
童
相
談
所

の
体
制
で
は
、
迅
速
な
対
応
に
は
、

問
題
が
あ
り
身
近
な
地
域
に
訪
問

調
査
や
一
時
保
護
等
に
対
応
す
る

児
童
相
談
所
の
設
置
は
急
務
で
す
。

　

よ
っ
て
東
京
都
に
対
し
町
田
市

に
児
童
相
談
所
を
早
期
に
設
置
す

る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で
す
。

　
　

東
京
都
知
事
ほ
か
一
件
あ
て

町
田
児
童
相
談
所
の
早
期
設

置
を
求
め
る
意
見
書

　　　用 語 の 解 説 本文中の青文字の解説です

　

議
員　

条
例
の
改
正
の
目
的
は

何
か
。

　

企
画
部
長　

町
田
市
定
員
管
理

計
画
の
推
進
に
伴
い
、
改
正
す
る

も
の
で
す
。

　

議
員　

各
職
員
定
数
を
変
更
す

る
内
容
と
そ
の
理
由
は
何
か
。

　

企
画
部
長　

業
務
改
善
に
よ
る

減
、
サ
ン
セ
ッ
ト
事
業
終
了
に
伴

う
減
、
Ｉ
Ｔ
推
進
等
に
よ
る
減
と

い
う
よ
う
な
理
由
で
減
員
と
し
て

い
ま
す
。

町
田
市
職
員
定
数
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

条
例
・
そ
の
他

条
例
・
そ
の
他�

条
例
・
そ
の
他�

予
　
　
算

予
　
　
算�

予
　
　
算�

介
護
予
防
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

事
業
委
託
料

　

議
員　

そ
の
目
的
は
。

　

保
健
介
護
推
進
担
当
部
長　

特

定
高
齢
者
を
含
む
高
齢
者
を
対
象

に
地
域
に
お
い
て
介
護
予
防
の
普

及
啓
発
を
行
う
介
護
予
防
サ
ポ
ー

タ
ー
を
養
成
す
る
も
の
で
す
。

　

議
員　

対
象
者
は
ど
う
い
う
人

を
予
定
し
て
い
て
、
人
数
は
何
人

か
。

　

保
健
介
護
推
進
担
当
部
長　

ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動
で
き
る

市
民
を
対
象
と
し
、
年
間
四
回
の

講
習
会
を
開
催
し
て
、
八
〇
名
を

養
成
し
て
い
く
予
定
で
す
。

　

議
員　

ピ
ー
ク
を
見
定
め
る
た

め
、
一
年
程
度
凍
結
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
計
画
の
見
直
し
に
よ
り
今

回
、
図
師
小
学
校
新
設
の
条
例
改

正
に
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

多
角
的
な
検
証
を
行
っ
た
結
果
な

の
か
。

　

学
校
教
育
部
長　

過
去
の
経
過

を
踏
ま
え
、
児
童
数
の
推
移
に
つ

い
て
意
を
払
い
な
が
ら
、
図
師
小

学
校
の
新
設
を
判
断
し
て
き
た
も

の
で
す
。

町
田
市
立
学
校
設
置
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

資
源
化
物
処
理
委
託
料

　

議
員　

何
を
ど
こ
に
ど
の
よ
う

に
委
託
を
す
る
の
か
。

　

ご
み
ゼ
ロ
市
民
会
議
担
当
参
事

　

ご
み
ゼ
ロ
市
民
会
議
に
お
い
て
、

資
源
化
に
関
し
て
具
体
的
な
方
法

の
実
証
調
査
に
関
す
る
費
用
で
、

可
燃
ご
み
、
不
燃
ご
み
と
し
て
出

し
て
い
る
も
の
の
中
で
、
再
資
源

化
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
燃
や

さ
ず
に
処
理
す
る
新
た
な
分
別
の

実
証
調
査
を
委
託
す
る
も
の
で
す
。

委
託
先
に
つ
い
て
は
、
廃
棄
物
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

本本
会会
議議
のの

質質
疑疑
かか
らら

　

議
員　

委
員
会
設
置
の
理
由
に

つ
い
て
、
現
状
の
課
題
は
何
か
。

　

企
画
部
長　

市
が
出
資
、
出
捐

し
て
い
る
、
ま
た
人
的
、
財
政
的

に
関
与
し
て
い
る
財
団
法
人
等
の

町
田
市
外
郭
団
体
監
理
委
員

会
条
例

外
郭
団
体
に
対
し
て
、
市
と
し
て

今
後
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い

く
べ
き
か
、
ま
た
、
外
郭
団
体
の

経
営
状
況
は
健
全
か
等
に
つ
い
て
、

広
い
視
点
か
ら
検
討
を
し
て
い
た

だ
く
た
め
に
、
外
部
の
有
識
者
で

構
成
す
る
委
員
会
を
設
置
す
る
も

の
で
す
。

　

議
員　

対
象
は
ど
う
い
う
人
か
。

　

子
ど
も
生
活
部
長　

対
象
施
設
、

認
可
外
保
育
施
設
の
う
ち
、
市
が

認
可
外
保
育
所
利
用
者
補
助

金

運
営
等
を
補
助
し
て
い
る
認
証
保

育
所
七
カ
所
、
保
育
室
二
室
、
家

庭
福
祉
員
五
人
の
施
設
を
利
用
し

て
い
る
保
護
者
で
す
。
ま
た
、
東

京
都
内
の
同
様
の
施
設
を
利
用
し

て
い
る
方
も
対
象
で
す
。

契
約
実
態
調
査
委
託
料

　

議
員　

ど
の
よ
う
な
調
査
を
行

う
の
か
。

　

総
務
部
長　

契
約
書
の
そ
れ
ぞ

れ
の
表
記
、
内
容
に
つ
い
て
、
法

的
な
側
面
、
あ
る
い
は
経
費
的
な

面
で
の
調
査
を
行
う
も
の
で
す
。

　

議
員　

ど
の
よ
う
な
効
果
を
見

込
ん
で
い
る
の
か
。

　

総
務
部
長　

各
種
の
契
約
を
確

実
に
適
法
に
行
う
た
め
に
は
、
契

約
関
係
法
令
な
ど
の
理
解
と
知
識

な
ど
、
法
務
能
力
を
向
上
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

適
正
な
契
約
事
務
執
行
と
人
材
育

成
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

自
立
支
援
給
付
費

　

議
員　

主
な
内
容
と
算
出
根
拠

は
。

　

健
康
福
祉
部
長　

法
で
定
め
る

自
立
支
援
給
付
の
費
用
を
計
上
し

て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ

ス
は
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
、
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
グ
ル

ー
プ
ホ
ー
ム
、
更
生
医
療
、
身
体

・
知
的
障
が
い
者
施
設
、
補
装
具

な
ど
で
す
。
算
定
の
根
拠
は
、
今

年
度
の
サ
ー
ビ
ス
の
実
績
を
も
と

に
算
定
し
て
い
ま
す
。

自
宅
学
習
支
援
委
託
料

　

議
員　

内
容
及
び
目
的
は
。

　

学
校
教
育
部
長　

桜
美
林
大
学

と
連
携
し
て
町
田
市
立
小
中
学
校

の
不
登
校
児
童
生
徒
へ
各
教
科
学

習
教
材
の
提
供
と
メ
ー
ル
相
談
を

行
う
も
の
で
す
。
不
登
校
児
童
生

徒
の
学
習
意
欲
や
所
属
校
へ
の
復

帰
意
欲
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

　

町
田
市
議
会
の
活
動
を
知
る
に

は
次
の
よ
う
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

傍
聴
は
、
議
会
活
動
に
触
れ
る

最
も
身
近
な
方
法
で
す
。

　

本
会
議
、
委
員
会
と
も
議
会
事

務
局
（
市
役
所
五
階
）
で
傍
聴
券

の
交
付
を
受
け
れ
ば
、
ど
な
た
で

も
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

傍
聴
券
は
、
午
前
八
時
三
〇
分

か
ら
先
着
順
に
交
付
し
ま
す
。

　

傍
聴
席
の
数
は
、
本
会
議
場
が

八
八
席
、
委
員
会
で
は
、
第
一
委

員
会
室
・
議
場
ロ
ビ
ー
と
も
に
三

〇
席
あ
り
ま
す
。
車
い
す
利
用
・

◇
会
議
の
傍
聴

◇
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

結
果
等
の
最
新
情
報
や
議
員
の
紹

介
、
過
去
の
市
議
会
だ
よ
り
な
ど

を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
会
議
録
の
検
索
と
本
会

議
の
ラ
イ
ブ
中
継
・
録
画
放
映
を

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

◇
市
議
会
だ
よ
り

　

市
議
会
で
は
、
市
民
の
皆
様
に

議
会
の
活
動
を
知
っ
て
い
た
だ
く

た
め
に
、「
町
田
市
議
会
だ
よ
り
」

を
発
行
し
て
い
ま
す
。

　

年
四
回
開
か
れ
る
定
例
会
や
臨

時
会
の
内
容
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

定
例
会
の
終
了
し
た
翌
月
末
を

目
途
に
発
行
し
て
お
り
、
新
聞
折

り
込
み
に
よ
っ
て
配
布
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
ほ
か
、
議
会
事
務
局
、
市

役
所
一
階
の
市
民
フ
ロ
ア
ー
、
各

市
民
セ
ン
タ
ー
、
各
図
書
館
、
郵

便
局
、
Ｊ
Ａ
各
店
な
ど
に
も
置
い

て
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
自
由
に
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

◇
会
議
録
の
閲
覧

　

市
議
会
で
は
、
本
会
議
の
模
様

を
全
部
記
録
し
て
あ
る
「
町
田
市

議
会
会
議
録
」
を
刊
行
し
て
い
ま

す
。
市
政
情
報
課
（
や
ま
び
こ
）
、

市
内
各
図
書
館
、
市
民
フ
ロ
ア
ー
、

議
会
事
務
局
で
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

各
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
委
員

会
記
録
を
議
会
事
務
局
・
市
政
情

報
課
で
閲
覧
で
き
ま
す
。
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市議会の�
活動を�
知るには
るには

�

市議会の�
活動を�
知るには�

補
助
犬
（
盲
導
犬
・
聴
導
犬
・
介

助
犬
）
を
同
伴
し
て
の
傍
聴
も
で

き
ま
す
。

　

本
会
議
・
委
員
会
の
日
程
等
に

つ
い
て
は
、
議
会
事
務
局
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
町
田
市

議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し

て
い
ま
す
。

　

議
会
の
会
期
日
程
や
議
案
審
議

町
田
市
議
会
議
員
の
政
治
活
動
に

　
　
　

お
け
る
虚
礼
廃
止
に
関
す
る
要
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
元
年
一
二
月
一
日
制
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
年　

二
月
一
日
改
正

　

こ
の
要
綱
は
、
「
町
田
市
議
会
議
員
の
政
治
活
動
に
お
け
る
虚

礼
廃
止
に
関
す
る
決
議
」
に
基
づ
き
、
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
に
わ
た
り
清
潔
な
政
治
活
動
を
行
う
こ
と
に

よ
り
市
民
の
信
託
に
応
え
る
た
め
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

記

一
、
企
業
・
団
体
か
ら
の
金
品
等
の
寄
附
は
受
け
な
い
。

二
、
資
金
集
め
を
目
的
と
し
た
パ
ー
テ
ィ
ー
・
事
業
等
は
行
わ
な

い
。

三
、
町
内
会
・
自
治
会
、
そ
の
他
市
の
財
政
援
助
団
体
並
び
に
公

的
行
事
へ
の
金
品
等
の
提
供
及
び
祝
電
・
弔
電
は
行
わ
な
い
。

四
、
新
聞
等
へ
の
個
人
名
刺
広
告
の
掲
載
は
行
わ
な
い
。

五
、
答
礼
の
た
め
の
自
筆
に
よ
る
も
の
を
除
き
、
年
賀
状
、
寒
中

見
舞
状
、
暑
中
見
舞
状
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
あ
い
さ
つ
状

（
電
報
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）
は
廃
止
す

る
。

　
　
　

附　
　

則

　

こ
の
要
綱
は
、
平
成
元
年
一
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


